
 

         別紙１  

平成２６年度の重要無線通信妨害の対応事例 

 
平成２６年４月、富山県内

において、消防無線に妨害が

発生したため、現地調査を実

施し、一般車両に設置された、

カーナビゲーションに内蔵さ

れたＦＭトランスミッタから

発射される電波が原因である

ことを突き止めました。所有

者に対して、当該設備の使用

を止めるよう指導し、妨害を

解消しました。 

 

 

 

１.ＦＭトランスミッタから消防無線への妨害 

 

 

 

平成２６年１０月、大分県

内において、放送業務用無線

に妨害が発生したため、現地

調査を実施し、大型車輌の誘

導指示に使用している外国規

格の無線機から発射される電

波が原因であることを突き止

めました。使用者に対して、

当該機器の使用を止めるよう

指導し、妨害を解消しました。 

２.外国製規格無線機から放送業務用無線への妨害 

 

 

平成２７年２月、北海道に

おいて、航空管制用無線に妨

害が発生したため、現地調査

を実施し、排雪ダンプカーに

設置されている、アマチュア

無線機局から発射されている

電波が原因であることを突き

止めました。設備故障による

不要発射が原因であるため、

使用者に対して、当該設備の

使用を止め、設備の点検を行

うよう指導し、妨害を解消し

ました。 

 

３.アマチュア無線機の不具合による航空用無線への妨害 

 

 

 



別紙２ 
（平成 27年 6月 4日修正） 

平成26年度の混信・妨害申告及び不法無線局の措置状況 

 

１ 混信・妨害申告の状況 

無線局に対する混信・妨害申告の総件数は 2,766 件であり、このうち、重要無線

通信 ※を取り扱う無線局に対する混信・妨害申告は 771 件でした。 

※ 重要無線通信：人命又は財産の保護、治安の維持、電気通信、放送、気象、電気、

鉄道のための無線通信 

○ 重要無線通信に対する申告の傾向 

ア 前年度と比較して、重要無線通信妨害の申告件数は増加傾向です。 

イ 無線局の用途別の申告数は、航空用無線局への混信妨害事案が 347件（前年度

269 件）と最も多く、次いで海上関係、消防、電気通信業務に関する申告があり、

傾向は変わっていません。 

 

 

※平成 27年 6月 4日修正【重要無線通信妨害申告件数（用途別）：海上関係 223→224、その他 29→28）】



２ 不法無線局の措置の状況 

電波法に基づく免許を取得せずに無線局を開設又は運用した不法無線局 1,680 件

を捕捉しました。このうち、悪質な 215件については警察などへ告発を行いました。

また、1,465件については行政指導を行い、使用を停止させるなどの措置を行いまし

た。 

1,680 件のうち、不法３悪と呼ばれる不法市民ラジオ、不法アマチュア無線及び

不法パーソナル無線は、全体の約 36％となっており、全体として、減少傾向にあり

ます。 

 

 

 

年度 


